
                １ページ  【１１月７日】 マジックショーとマジック教室参加者募集 

       【１１月１０,１１,１３日の３日間】 SUPER寺子屋参加者募集 

２ページ  「短歌・俳句・川柳作品展」作品募集 

３ページ  運転中の携帯電話等使用（ながら運転）罰則強化されています 

       【１１月１２日～２５日】 「女性に対する暴力をなくす運動」期間です 

                                     

 

 

    

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１１月７日】『 マジックショーとマジック教室 』 

～ 手品を覚えて、人気者になろう！ ～ 
 
 
 

 
 

今月の 

主な 

お知らせ 

館報元総社 通刊第 504 号 

令和２年 10 月 15 日発行 

編集発行 元総社公民館 
/元総社市民サービスセンター 

前橋市元総社町３－１－１ 

電話  027-251-2243 
ＦＡＸ  027-255-0361 
 

元総社地区の人口 

男 8,418 人 （-34） 

女 8,595 人 （+1） 

計 17,013 人（-33） 

世帯 8,599 世帯（-32） 
令和２年９月末現在 
市民課調べ（ ）内は前月比増減 

前橋市ホームページ http://www.city.maebashi.gunma.jp/ 

か ん ぽ う 

 

 

プレイルーム元総社（第２回） 申込期限は１０/３０（金）まで 

子どもたちを対象とした体験学習「プレイルーム元総社」（元総社地区ボランティア連絡会・元総社公民館協力事業） 

の第２回は、マジックについて楽しく勉強する「マジックショーとマジック教室」を開催します。 

●日 時  １１月７日（土）１０時～１１時３０分 

●会 場  元総社公民館（市民サービスセンター） ホール        

●対象者  元総社地区内小学１～４年生の児童または年長の幼児 （先着２０名） ※定員になり次第締切です 

（※お子さんのみの参加となりますので、保護者の方の入室はご遠慮ください。） 

●講 師  ワンダー吉井 先生  

●参加費  無 料     ●持ち物   マスクと水分補給用の飲み物 

●申し込み 元総社公民館（市民サービスセンター）まで、電話または窓口へ直接 

お申し込みください。 

※１０月３０日（金）まで （先着２０名になり次第〆切） 

《問い合せ》 元総社公民館（市民サービスセンター） 電話 ０２７－２５１－２２４３ 

 

 【１１月１０,１１,１３日の３日間】『 SUPER 寺子屋  』開催 
 
 

 
 

元総社公民館から事業のご案内！みなさん、どうぞご参加ください! 
 

１１月１０日（火）,１１日（水）,１３日（金）寺子屋特別企画「SUPER 寺子屋」を開催します！ 

寺子屋は、元総社中学校の生徒を対象に、毎週（月、木）２回、元総社の公民館で自主学習を行う生徒を支援しています。 

今回、通常の寺子屋がお休みの日を利用して、寺子屋に楽しい実験や工作などのスペシャルな体験学習をプラス 

した、「SUPER寺子屋」を開催します。１コマだけの参加も OKですので、ぜひ、気軽に参加してみてください。 

◆1 部： 自主学習 ⇒ 苦手分野克服！あなたに合った問題を提供します。（相談してください。） 

⇒ 質問自由！（どんどん教えてもらおう！） 

◆２ 部： オモシロ○○教室（体験学習） ⇒ 科学、工作、社会科に関する実験やゲームなどを行います。 

◆日 時：１部（１４：００～１７：００）、２部（１７：００～１９：００） 

●１１月１０日（火） （A）１部：自習２４名、（B）２部：オモシロ実験教室（バスボム作り）１２名 

      ●１１月１１日（水） （C）１部：自習１２名、（D）２部：オモシロ工作教室（組みひも作り）１２名 

●１１月１３日（金） （E）１部：自習２４名、（F）２部：オモシロ社会科教室（ゲームなどで社会科を学習）１２名 

◆申込：元総社公民館まで直接またはお電話、もしくは寺子屋に直接、１０月３０日（金）までにお申し込みください。 

参加したいコマのアルファベット（上記の Aから Fまで）でお申し込みください。 

※定員を超えた申し込みがあった場合、抽選になります。 

◆申込・問い合せ：前橋市元総社公民館（元総社町３－１－１）  電話：０２７－２５１－２２４３ 
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９月１５日（火）、元総社公民館（市民サービスセンター） 

に、元総社北小学校２年生のみなさんが、「町たんけん」の 

ため来館しました。 

各部屋を回り、ホールで集団健診をしている様子を見学 

したり、隣接している市立図書館元総社分館を見学したりし 

ました。子供たちからはたくさんの質問があがり、身近な公 

民館を知ってもらう良い機会となりました。 

今回来館したみなさん、また来てくださいね。 

健康チャレンジ教室（元総社）日程のお知らせ 
健康チャレンジ教室は、お電話による申し込みが必要となりました。お申し込み時にお伝えすることがございますの

で、ご参加希望の方は下記連絡先までお電話ください。 

【日程】※全日程１３：３０～１５：００ 

令和２年１０月２９（木） 令和３年 １月２８（木） 

      １１月２６（木）        ２月２５（木） 

      １２月２４（木）  

◆受付期間 教室 1か月前から１週間前まで 

◆定員 先着２０名（定員になり次第、締め切ります） 
◆場所 元総社公民館 ホール 
◆申し込み・問い合せ  前橋市保健センター 健康増進課  電話 027-220-5708 

 

 

１０月から元総社公民館和室で、子育てサロン「かえるっ子」を開催する 

予定でしたが、中止となりました。 

年内（１０,１１,１２月）の活動は中止します。 

今後の開催ついては、館報でお知らせいたします。 

【問い合せ】 元総社公民館 電話０２７－２５１－２２４３） 

 

 

 

 

【令和２年度 かえるっ子 日程表】 

１０月 中止 １月 未定 

１１月 中止 ２月 未定 

１２月

 

１０月１

５日 

 

２月

 

２月１８

日 

１１月

 

１１月１

９日

 

３月

 

３月１８

日７月 

中止 

 

― ― 

（注）１０,１１,１２月は中止です。１,２月は未定 

となります。 

【子育てサロン かえるっ子】年内開催中止 
 

 
 

↑外のテントで公民館や図書館の仕事につ

いてお話を聞きました。その後、ひとつひと

つお部屋をめぐり、説明してもらいました。 

↑外にある防災倉庫を案内してもらいまし

た。災害時に必要なブルーシートや段ボ

ールベッド、毛布などを保管しています。 

【９月１５日】元北小の２年生が「町たんけん」で公民館を訪問しました 
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前
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募
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男女共同参画センターからのお知らせ 

【11 月 12 日～25 日】「女性に対する暴力をなくす運動」期間です 
●配偶者などからの女性に対する暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引やセクハラなどの
女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するとともに決して許されない行為です。ひとりで悩まないでま
ずは相談を！ 

◆相談先 ＝ ＤＶ電話相談（平日９：００～１７：００）０２７－８９８－６５２４ 

●運動期間に合わせ、女性の人権に関わるパネル展示を行います。ぜひご覧ください。 

◆日  時 ＝ １１月１７日（火）～２５日（水）８：３０～１７：１５ 

◆会  場 ＝ 市役所１階ロビー 

◆問い合せ＝男女共同参画センター（電話０２７－８９８－６５１７） 

 

【1０月１日】「衣類等」回収の再開について  
１０月１日（木）、新型コロナウイルスの影響により一時停止していた「衣類等」の回収を、 

再開いたします。 ※衣類の処分は、できるだけ有価物集団回収をご利用ください。 

今後もごみの分別・減量にご協力いただきますようよろしくお願いします。  
                          【問い合せ】 ごみ減量課 ０２７－８９８－６２７２ 

  
 

 

【人権とは】～人権啓発リーフレット『やさしい心』～ 

人権とは誰もが生まれながらに持っている自分らしく生きる権利のことで、日本国憲法によってすべての国民に保障

されていますが、現実には、さまざまな偏見やいわれのない差別により人権侵害が起こっています。基本的人権を互い

に尊重しあい、自分たちの手で守り育てていかなければなりません。 

～今もあるさまざまな偏見や差別問題を通して、人権の問題について考えてみましょう。～ 

 
 

 

― 運転中の携帯電話等使用（ながら運転）罰則強化されています ― 

●携帯電話使用等（保持使用）…通話（保持）、画像注視（保持）する行為 

・罰  則  ： ６月以下の懲役または１０万円以下の罰金（改正前：５万円以下） 
・反則金 ： 普通車…1万８千円（改正前は６千円）  ※３倍に！ 
・違反点 ： ３点（改正前は１点）  ※３倍に！ 

●携帯電話使用等（交通の危険を生じさせた場合）（事故等を起こした場合） 

・罰  則  ： １年以下の懲役または３０万円以下の罰金 
（改正前：３月以下の懲役または５万円以下の罰金） 

・違反点 ： ６点（改正前は２点）  ※３倍に！ 
・反則金 ： なし（即、罰則が適用） 

●道路交通法の一部が改正されました 

・再交付について ：運転免許証の記載事項変更（名字・住所などの変更）で、 
再交付が可能 

・運転経歴証明書：自主返納した者だけでなく、運転免許を失効した者も可能 

●問い合せ（法令） 前橋警察署 交通課     ０２７－２５２－０１１０（代表） 
    〃  （広報） 前橋市役所 交通政策課 ０２７－８９８－６２６３ 
 

    

地震に備えた防災訓練「令和 2 年前橋シェイクアウト」を開催します。 
 
・●実施日時 １１月５日（木） １０：００ ～ (約２分間) 

・●訓練合図 防災ラジオ、防災行政無線、まえばしＣＩＴＹエフエム 
（84.5Mhz）から訓練用の緊急地震速報音声を放送 

・●訓練内容 「①姿勢を低くし、②頭を守り、③動かない」の 
3つの安全確保行動をとる訓練 

・●問い合せ＝防災危機管理課 電話 ０２７－８９８－５９３５  

 



 

 
 

◎児童書・絵本  「集めてわかるぬけがらのなぞ」盛口満／「どうしてしんがたコロナになるの？」松永展明／

「レストランのおばけずかん」斉藤洋／「ほねほねザウルス２３」カバヤ食品株式会社／ 

「こども文様じてん」下中菜穂／「うみだうみだ」せなけいこ／ 

「ちいさなメイベルのおおきなゆめ」キム・ヒルヤード／「ハイファイブ」アダム・ルービン／ 

「みみずくと３びきのこねこ」アリス・プロベンセン／「わたしのはなし」山本直英 

 

【新刊案内】 ８月２１日～９月２０日に受入分の一部です 

◎一般書  「たまには世界のどこかでふたりっぷ」ひとりっＰ／「ハダカデバネズミのひみつ」 

岡ノ谷一夫／「干物料理帖」うすいはなこ／「覚えておきたい横綱の顔」本間康司 

「僕の神さま」芹沢央／「ハリネズミは月を見上げる」あさのあつこ／「銀閣の人」門井慶喜 

「海の怪」鈴木光司／「心淋し川」西條奈加／「口福のレシピ」原田ひ香 

●１０～１１月の休館日 １０月 1２日（月）・１９日（月）・２６日（月）・１１月２日（月）・９日（月）・１６日（月）・ 

２４日（火）・３０日（月） ※１１月２３日（月）勤労感謝の日は１０時～１７時 

前橋市立図書館 元総社分館 電話 027-253-7373（元総社公民館 西側） 

開館時間 平日 １０時～１８時／土日祝日 １０時～１７時（月曜休館） 

 

図書館分館だより 

← 二次元バーコードを 

携帯・スマホで読み取り、

図書館ホームページへ 

（蔵書検索できます） 

 

 

 

林倉寺には十王堂があり、また､徳蔵寺の墓地には十王供養塔があります｡ 

人は死ぬと、次の世で十人の裁判官、つまり「十王」によって、生前の罪の 

軽重を決められ、地獄か極楽かへ行くのだといわれています。 

 そこで昔の人は、死後少しでも罪をかるくしようと十王を供養した。 

（本文は、元総社郷土かるた「り」の読み札の裏面より） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

十人の裁判官といわれる「十王」は、合議で裁判をするのではなく、初七日や四十九日などの節目節目

でそれぞれが裁判を行い三回忌に十人目の裁判官がこれを行うといいます。故人の方の供養が、節目節目で

行われるのはこのためで、少しでも早く極楽に行けるよう願うことから始まったと聞きます。私たちがよ

く耳にする「閻魔（えんま）大王」は５番目の裁判官で、普段は道路脇でよくお見かけする「お地蔵さん

（地蔵菩薩）」として役目を果たしているのだといいます。この「十王」は、林倉寺ではお堂の中に入っ

ていますが、読み札の裏面にあるように、総社神社の南に隣接する徳蔵寺では「十王尊像」としていつで

も目にすることができます。 

実は、石倉町にあるこの林倉寺、境内の南に大き 

な「明治天皇御野立所跡碑」があります。 

明治時代の頃、利根川には、県庁の南あたりから 

この林倉寺附近に「舟を並べた橋」がかけられてい 

ました。大きな跡碑の脇には、その舟橋を使った 

「利根川渡御の様子」が記されております。 

林倉寺は、もう一枚のかるたの「読み札」にも 

思いを馳せることができるお寺です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域づくり協議会 歴史伝統部会 ○かるたから知る元総社（第３８回） 

 

 林倉寺 極楽願う 十王堂 

【 お知らせ 】「どんな本かな？○○（まるまる）袋」１０月２７日（火）～なくなり次第終了 

        元総社分館スタッフが、いろいろなテーマで選んだ本が３冊入っています。どんな本かは貸出してからの 

        お楽しみ！※「○○袋」とは、どんな本が入っているか、借りるまでわからない「本の福袋」です。 

り 

 

林倉寺（左が本堂 右が十王堂） 絵図（村木さん（２区）） 


